
区民憲章に基づく推進活動について 

 

◆平成 18 年 1 月 班別討議のまとめより 

 

○区民憲章の目標とする姿の実現に向けて、様々な推進活動が必

要となる。 

 

○まず、多くの区民に区民憲章の意義と役割をしっかり理解して

もらうことが第一。 

 

○区民憲章の趣旨に基づき、区民や地域の個性が生かされた具体

的な実践活動とすべき。 

 

○官民一体となった区民憲章の普及・啓発が必要。 

 

○区民憲章を区民共通のものにする仕組み作りが重要。 
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◆市民憲章の普及推進の取組み例 

 

①お知らせする 

・暮らしのしおり、広報、ホームページに掲載 

・名刺、封筒に印刷、ポスター作成・募集 

・区のイベントで唱和 

 

＜他自治体の取組み例＞ 

都道府

県名 

市区町

村名 

憲章 

策定年 
普及のための取組み内容 

東京都 江東区 平成13年 

＊憲章文と区長の言葉、区の花、木が書いてあ

るリーフレット作成（役所などに置いてお

く）。 

＊区立小学校 1 年生に、区民憲章を織り込んだ

クリアファイルを入学記念として配布。 

＊区民祭りの際に本部に区民憲章の看板をた

て、区民憲章を書いた紙を入れたポケットテ

ィッシュを配布。 

東京都 
東 村 山

市 
平成元年 

＊市役所の前にモニュメントを設置（市の花、

木、市民憲章が書いてある） 

＊封筒に印刷 

神奈川

県 

横 須 賀

市 
平成13年 

＊市民憲章のパネルを作り、市庁舎各課や町内

の目立つ所に掲示。 

＊市のイベントで、市民憲章やその目的などが

書かれたチラシを配布。 

千葉県 勝浦市 平成 4年 
＊小中高など公の施設に配布。 

＊市役所の郵便封筒に印刷。 

北海道 札幌市 昭和38年 

＊市民憲章の普及と実践活動への参加を呼びかけ

ることを目的として、推進会議や地域での推進

事業等を掲載した市民憲章だよりを発行。 

＊町内会や自治会組織を通じて各世帯に配布す

るほか、関係団体にも配布。 

岩手県 北上市 平成４年 
＊運動会や、市や地区のイベント等市民が大勢

集う時に、市民憲章を唱和。 

※ＨＰ検索や、平成元年以降に市民（区民）憲章を策定した自治体への電話ヒアリングに

より回答を得ることができたものを整理。 
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②理解してもらう 

・憲章文、解説あるいは議論内容をまとめた冊子作成 

（学校の副読本としての活用も検討） 

・区民憲章講座実施 

 

＜他自治体の取組み例＞ 

都道府

県名 

市区町

村名 

憲章 

策定年 
普及のための取組み内容 

東京都 杉並区 平成12年 

＊基本構想を作る際に市民憲章も制定。中学生

でもわかるよう平易な言葉で制定。 

＊学校の行事などの際に使ってもらえるよう基

本構想の冊子を中学校に配布。 

愛知県 高浜市 平成15年 

○対象別普及啓発書の作成 

＊年齢に応じて憲章の理解を深めるための普及

啓発資料を作成。平成 15 年度には 10 代向け

普及啓発書を、平成 16 年度には幼児向け普及

啓発書を、平成 17 年度には大人向け普及啓発

書を作成。 

○子どもグループによる啓発活動 

＊夏休み期間中、パンフレットを活用し、子ど

もグループのメンバーが、市内すべての小・

中学校で憲章に関する説明会を実施。 

○市民憲章絵本原画展 

＊絵本を通じて憲章の趣旨をより理解してもら

うために絵本の原画や作成過程などを展示。 

○市民によるコラム執筆リレー 

＊憲章づくりに関わって感じたことや憲章を読

んで感じたこと、様々な観点からの憲章の解

説など、市民がリレー方式でコラムを執筆。

ＨＰで発信。 

※ＨＰ検索や、平成元年以降に市民（区民）憲章を策定した自治体への電話ヒアリングに

より回答を得ることができたものを整理。 
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③行動を喚起・奨励する 

・ロゴマーク公募 

・推進者表彰 

 

＜他自治体の取組み例＞ 

都道府

県名 

市区町

村名 

憲章 

策定年 
普及のための取組み内容 

東京都 
西 東 京

市 
平成16年 

＊市の中学校や、市内在住の中学生を対象に、

市民憲章をイメージした絵画を書いてもら

う。 

＊採用されたものはポスターにするとともに、

市民憲章を掲載し、公共施設に掲示。 

北海道 札幌市 昭和38年 

＊地域において、率先して市民憲章の普及や実

践活動を行っている優良団体・個人を表彰。 
＊市民憲章に対する意識の高揚を図るため、市

内の小・中学校の児童生徒から作文を募集し、

優秀作品を表彰。 
＊地域における市民憲章運動の普及推進を図る

ため、市民憲章の普及・実践活動に意欲的に

取り組んでいる団体をモデル団体に指定し、

運動の推進役として育成。 
＊団体一口 1,000 円、個人一口 500 円の賛助会

員制度を設置。市民憲章普及のための活動資

金として、各種事業に活用。 

京都府 京都市 昭和31年 

＊「京都市市民憲章」の推進テーマ、実践目標

を市民代表で構成する京都市市民憲章推進会

議において企画し、その内容を広く京都市民

全体に周知。 
＊さらに、実践目標に沿った取組を率先して行

った市民を市民代表と行政関係者で構成する

各区表彰審査会及び京都市市民憲章表彰審査

会で審査を行ったうえで、京都市長から表彰。 
※ＨＰ検索や、平成元年以降に市民（区民）憲章を策定した自治体への電話ヒアリングに

より回答を得ることができたものを整理。 

 

 


